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【重要注意事項】 

⚫ 本記載要領は、「M&A 支援機関登録制度公募要領」中の登録後の遵守事項である中小

M&Aの成約案件（最終契約の決済を行った案件）に関する実績の報告を行うに当た

り、報告の内容及び報告書の記載その他実績報告の提出に必要な事項を示したもの

です。 

⚫ 登録 FA・仲介業者実績報告によって提供された情報は、個人情報や企業情報等を識

別・特定できない形態に加工し、我が国における中小 M&A市場の実態把握と健全な

市場環境の整備等に貢献する目的で利用、公表等を行います。 

⚫ 登録フィナンシャル・アドバイザー・仲介業者は、中小 M&A の成約案件に関する実

績報告において虚偽の内容を含む報告をしてはなりません。報告内容に偽りがある

ことが判明した場合、特段の事情がない限り登録を取り消します。 

 

 

中小企業庁 財務課        

（委託先：株式会社レコフデータ） 

 

 

本要領は、令和４年度に M&A支援機関登録制度の登録を受けた登録 FA・仲介業者が令和４年

度の成約実績等に関する報告をする際の記載要領となり、登録 FA・仲介業者の公募要領ではご

ざいません。 

なお、登録 FA・仲介業者の公募については、令和５年度も実施する予定です。詳細について

は、M&A支援機関登録事務局のホームページで別途ご案内いたします。 
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１．概要  

 フィナンシャル・アドバイザー・仲介業者（以下、「FA・仲介業者」という。）のうち、M&A支

援機関登録制度の登録をされたフィナンシャル・アドバイザー・仲介業者（以下、「登録 FA・仲

介業者」という。）は、フィナンシャル・アドバイザリー業務（以下、「FA業務」という。）また

は仲介業務を提供する契約（「FA契約」「仲介契約」のほか、「業務委託契約」「アドバイザリー契

約」等）を締結し、円滑な手続の進行や助言等の支援を通じて最終契約に至った案件について、

当該最終契約に基づく契約が履行され、株式等の譲渡や譲渡対価の支払いが行われた（以下、「成

約（最終契約の決済）」という。）中小 M&A（中小企業を譲渡側または譲受側のいずれかを当事者

とする M&A）に関して、M&A支援機関登録制度公募要領（以下、「公募要領」という。）に基づき、

毎年度、前事業年度（前年４月１日から当年３月 31日までの期間）の成約（最終契約の決済）の

実績について「登録 FA・仲介業者実績報告」（以下、「実績報告」という。）を提出することとな

っています。 

 

実績報告は、公募要領において登録 FA・仲介業者に対し、登録後に遵守するものとして規定し

ているものです。実績報告を行わない場合や虚偽の報告を行った場合など実績報告が適切になさ

れない場合には、登録の継続を認めません。また、これらの場合、特段の事情のない限り、登録

FA・仲介事業者として登録を継続することが適切ではないと判断して登録を取り消し、２年以内

の期間を定めて登録を取り消された当該 FA・仲介業者について登録をしないことができるものと

します（登録取消しと期間を定めて登録をしない旨の措置を合わせて「登録取消等」といいま

す。）。登録取消等をした場合、その旨を公表し、また、「事業承継・引継ぎ補助金」において当該

登録取消等の対象となった FA・仲介業者を利用していることが確認された中小企業者等に対し

て、登録取消等の事実の情報提供を行うことができるものとします。ご留意ください。 

 

 また、FA業務または仲介業務を提供する契約を締結し、中小 M&A支援に携わったものの、成約

（最終契約の決済）の実績がない場合には、「登録 FA・仲介業者活動報告」（以下、「活動報告」

という。後述する「２．実績報告等」において詳細記載）を提出することとします。 

 

M&A支援機関登録事務局は、実績報告および活動報告（以下、「実績報告等」という。）の提出

を受けた後、個人情報や企業情報等を識別・特定できない形態に加工し、我が国の中小 M&A市場

の実態把握と健全な市場環境の整備等に貢献する目的で利用、公表します。 

 

【報告が必要な FA・仲介業者について】 

FA契約、仲介契約について、中小 M&Aガイドラインでは、「FA契約とは、FAが譲り渡し側・

譲り受け側の一方との間で結ぶ契約をいい、これに基づく業務を FA業務という」、「仲介契約と

は、仲介者が譲り渡し側・譲り受け側双方との間で結ぶ契約をいい、これに基づく業務を仲介

業務という」とされています。FA・仲介業者は、FA契約または仲介契約（あるいは業務委託契

約やアドバイザリー契約）に基づき、中小 M&A支援に関して、相手方企業の探索や紹介、円滑

な手続きの進行や助言等の支援を行うことをその業務とするものを指し、本記載要領において

は、特定の工程（例えば、デュー・ディリジェンスの実施）のみ支援することを支援内容とす

るものは、実績報告の対象となる FA契約、仲介契約ではありません。 
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【報告対象となる「中小 M&A」について】 

報告対象となる「中小 M&A」は、資本金１億円以下の法人、または個人事業主を当事者（譲

受側または譲渡側）とする M&Aです。譲受側あるいは譲渡側の一方当事者が、資本金１億円以

下の法人、あるいは個人事業主の場合は、譲渡側及び譲受側の双方が報告対象となります。 

また、「中小 M&A」の該当、非該当の判断に当たっては、株式譲渡など対象会社を M&Aの対象

とする場合は、当該企業の資本金で判断（譲渡側の資本金は M&Aの対象となった企業（対象会

社）の資本金で判断）することとし、被承継者（親会社）の資本金で判断しません。 

ただし、事業譲渡の場合は譲渡側の事業譲渡直前の資本金で判断します。 

 

（参考：中小 M&Aの該当・非該当のケース） 

ケース１ 譲渡側資本金１億円以下 譲受側資本金１億円以下 の成約案件は中小 M&Aに該当    

 仲介業者の場合  ：譲渡側、譲受側の両方について実績報告等を記載、提出 

 FAの場合     :FA契約をした譲渡側あるいは譲受側について実績報告等を記載、提出 

 

ケース２ 譲渡側資本金１億円以下 譲受側資本金１億円超 の成約案件は中小 M&Aに該当    

 仲介業者の場合  ：譲渡側、譲受側の両方について実績報告等を記載、提出 

 FAの場合         :FA契約をした譲渡側あるいは譲受側について実績報告等を記載、提出 

            （※このケースの場合、譲受側は資本金１億円超だが報告の対象） 

 

ケース３ 譲渡側資本金１億円超 譲受側資本金１億円超 の成約案件は中小 M&Aに非該当 

(報告対象外)  

 

２．実績報告等 

（１）報告対象者 

 今回の実績報告または活動報告を報告する対象は、令和４年度に M&A支援機関登録制度の登録

継続及び新規登録をされた FA・仲介業者が対象です。 

 

（参考：令和４年度に実施した登録継続申請期間） 

・令和４年５月２日（月）～令和４年６月 30 日（木） 

 

（参考：令和４年度に実施した M&A支援機関登録制度の公募期間） 

 ・令和４年９月 21日（水）～令和５年２月 13日（月） 

 

（２）実績報告期間 

「登録 FA・仲介業者実績報告」または「登録 FA・仲介業者活動報告」の報告期間（以下、「実

績報告等期間」という）は、令和５年５月 15日（月）から、６月 30日（金）18:00 まで、とし

ます。 
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（３）作成様式及び提出方法 

①令和４年度に成約の実績のある登録 FA・仲介業者 

令和４年度（令和４年４月１日～令和５年３月 31日）に、成約（最終契約の決済）の実績の
．．．

ある
．．

登録 FA・仲介業者は、「登録 FA・仲介業者実績報告」（様式）の各項目（別紙「登録 FA・

仲介業者実績報告事項整理表」）を記載し、M&A支援機関登録事務局のホームページに開設した

「登録支援機関の方（マイページ）」（※「マイページ機能」参照）にログインの上、ご提出く

ださい。 

 

実績報告は、成約（最終契約の決済）がなされた案件についてのみ、記載、報告をするこ

ととします。 

成約（最終契約の決済）とは、M&A支援機関登録制度においては、以下を満たすものをい

うこととします。 

① FA契約または仲介契約（あるいは、業務委託契約やアドバイザリー契約等）を締結し、 

② 当該契約に基づき、中小 M&Aに関する円滑な手続の進行や助言・指導等の支援を行い、 

③ 支援を行った結果、最終契約に至った案件であって、当該最終契約が履行（株式譲渡、

事業譲渡等に係る最終契約を締結した後、株式・財産の譲渡や譲渡代金（譲渡対価）の

全部又は一部の支払い）されたもの。 

 

※成約（最終契約の決済）については、最終契約書や資金決済が行われたことが確認できる証

憑類、顧客からの最終契約締結または最終契約の決済時の報酬の支払いが行われたことが確

認できる証憑類などにより、成約（最終契約の決済）していることを確認してください。 

 

 ※FA契約または仲介契約（あるいは、業務委託契約やアドバイザリー契約等）を締結せずに中

小 M&Aに関する支援を行っている場合（例えば、顧問契約に基づく助言等）は、実績報告で

はなく、活動報告を記載してください。 

  

※譲渡側、譲受側が締結する最終契約に基づく履行がなされていないもの、登録 FA・仲介業者

においてその履行が確認できないものは、成約（最終契約の決済）とはならないため、実績

報告として報告しないでください。 

 

 ②令和４年度に登録継続及び新規登録されたすべての登録 FA・仲介業者 

令和４年度（令和４年４月１日～令和５年３月 31日）の成約（最終契約の決済）の実績の
．．．

有
．

無に関係
．．．．

な
．
くすべての
．．．．．

登録 FA・仲介業者は、マイページにログインの上、「共通報告フォー

ム」より「登録 FA・仲介業者実績報告に関する誓約」、「令和５年度 M&A支援機関登録制度継

続登録申請」、「遵守事項掲載 URL」を記載し、料金表関連資料を添付して、提出ください。 

なお、成約（最終契約の決済）の実績の
．．．

ない
．．

登録 FA・仲介業者は「登録 FA・仲介業者活動報

告」（２．（４）②「登録 FA・仲介業者活動報告及び記載項目」の記載項目）についても記載の

上、ご提出ください。 
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（参考：マイページ機能） 

※M&A支援機関登録事務局のホームページに開設した「マイページ」機能は、「https://ma-

shienkikan.go.jp/login」をご確認ください。なお、マイページへのログインは、登録 FA・

仲介業者として公表されている方のみが対象です。 

 マイページ・ログイン方法については、M&A支援機関登録事務局のホームページ中にマニュ

アルを掲載していますのでご確認ください。 

 

（４）実績報告・活動報告 

実績報告は、令和４年度（令和４年４月１日～令和５年３月 31日）に、成約（最終契約の決

済）した実績のある登録 FA・仲介業者が、「登録 FA・仲介業者実績報告事項整理表」（別紙参照）

に掲げる各項目について報告するものです。 

※令和４年４月１日～令和５年３月 31日以前
．．

に着手したものであっても、当該期間内に成約

（最終契約の決済）した案件は報告の対象です。 

 

※令和４年４月１日～令和５年３月 31日の期間に着手したものの、成約（最終契約の決済）に

至らなかった案件は報告の対象外です。 

 

活動報告は、令和４年度（令和４年４月１日～令和５年３月 31日）において、成約（最終契約

の決済）の実績のない登録 FA・仲介業者が、「登録 FA・仲介業者活動報告」に掲げる項目につい

て報告するものです。なお、活動報告は「共通報告フォーム」により報告します。 

 

（参考：成約（最終契約の決済）実績の有無の別により必要な報告について） 

 

   報告               
                           

      
    

 登録 A     実績報告         
             

          
                      

                                                  

          
                      

         

https://ma-shienkikan.go.jp/login
https://ma-shienkikan.go.jp/login
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① 登録 FA・仲介業者実績報告 

実績報告は、別紙「登録 FA・仲介業者実績報告事項整理表」により、次のとおり報告をしてく

ださい。 

 

事業承継・引継ぎ補助金の交付案件（補助事業対象者）については、成約（最終契約の決済）

した事業者名を明記した上で各項目（「◎」を付した項目）の実績を必ず報告（顕名報告）してく

ださい［必須］。 

 

事業承継・引継ぎ補助金の交付案件以外（補助事業対象者以外）については、成約（最終契約

の決済）した事業者名を記載せず、No.2、3、4、7の各項目（「◎」を付した項目）の実績を必ず

報告（匿名報告）してください［必須］。 

 

ただし、報告対象となった事業者が了承するなど報告が可能な場合には、中小 M&Aの実態把握

等を行う上で貴重な情報になりますので、成約（最終契約の決済）した事業者名の明記や、その

他の項目（「◯」を付した項目）の記載についても、可能な範囲で報告をお願いします［任意］。 

 

「成約した年月」及び「M&Aの形態」「財務デュー・ディリジェンス結果の把握の有無」につい

ては、「登録 FA・仲介業者実績報告」が令和４年度（令和４年４月１日から令和５年３月 31日）

に支援されたものであることの確認や、実績報告の内容を整理する際に活用するため、必ず報告

してください【必須】。 

 

【報告対象となる「中小 M&A」について】（再掲） 

報告対象となる「中小 M&A」は、資本金１億円以下の法人、または個人事業主を当事者（譲

受側または譲渡側）とする M&Aです。譲受側あるいは譲渡側の一方当事者が、資本金１億円

以下の法人、あるいは個人事業主の場合は、譲渡側及び譲受側の双方が報告対象となりま

す。 

また、「中小 M&A」の該当、非該当の判断に当たっては、株式譲渡など対象会社を M&Aの対

象とする場合は、当該企業の資本金で判断（譲渡側の資本金は M&Aの対象となった企業（対

象会社）の資本金で判断）することし、被承継者（親会社）の資本金で判断しません。 

ただし、事業譲渡の場合は譲渡側の事業譲渡直前の資本金で判断します。 

 

【「登録 FA・仲介業者実績報告」の対象となる補助金】 

今回の「登録 FA・仲介業者実績報告」の対象となる補助金は、事業承継・引継ぎ補助金

（専門家活用）を活用し、FAまたは仲介費用を補助対象経費として、令和４年度（令和４年

４月１日～令和５年３月 31日）に成約をしたものとなります。 
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【補助金対象／対象外の別による報告の整理】 

補助事業対象者として顕名報告の対象となるものは、次の「補助金対象／対象外の別による報

告の整理」のとおりです。 

 

（補助金対象／対象外の別による報告の整理） 

支援区分 補助金対象／対象外の別 譲渡側 譲受側 

仲介 

(譲渡側のみ)補助金対象の場合 顕名報告 
匿名報告 

(顕名での報告は任意) 

(譲受側のみ)補助金対象の場合 
匿名報告 

(顕名での報告は任意) 
顕名報告 

譲渡側・譲受側の双方が 

補助金対象の場合 
顕名報告 顕名報告 

譲渡側・譲受側の双方が 

補助金対象外の場合 

匿名報告 

(顕名での報告は任意) 

匿名報告 

(顕名での報告は任意) 

FA 

(譲渡側のみ)補助金対象の場合 顕名報告 － 

(譲受側のみ)補助金対象の場合 － 顕名報告 

(譲渡側が)補助金対象外の場合 
匿名報告 

(顕名での報告は任意) 
－ 

(譲受側が)補助金対象外の場合 － 
匿名報告 

(顕名での報告は任意) 

   

※補助事業対象者は、登録 FA・仲介業者において補助事業者に対して報告した「事業承継・引

継ぎ補助金受託業務完了報告書」（専門家が、交付決定通知を受けた補助対象事業について、

支援に関する業務を受託し、実施、業務が完了したことを確認の上、補助事業者に対して報

告する様式）を確認してください。 

 

② 登録 FA・仲介業者活動報告及び記載項目 

令和４年度（令和４年４月１日～令和５年３月 31日）において、成約（最終契約の決済）の実

績のない登録 FA・仲介業者が記載する「登録 FA・仲介業者活動報告」の内容は、以下の「（登録

FA・仲介業者活動報告）」に掲げる事項となります。 

 

（「登録 FA・仲介業者活動報告」の記載項目） 

No. 項目 備考 

【M&A支援前の活動】 

1 秘密保持契約の締結の有無 記載フォームにて「有」「無」を選択 

2 譲渡側の財務情報の取得の有無 記載フォームにて「有」「無」を選択 

3 譲渡側からの会社売却の相談の有無 記載フォームにて「有」「無」を選択 
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4 譲受側からの M&A戦略策定の相談の有無 記載フォームにて「有」「無」を選択 

5 トスアップを行った案件の有無 記載フォームにて「有」「無」を選択 

【M&A支援活動】 

1 仲介契約、FA契約(または業務委託契約や

アドバイザリー契約等)締結の有無 
記載フォームにて「有」「無」を選択 

2 両者間合意（基本合意、最終契約）締結

支援の有無 
記載フォームにて「有」「無」を選択 

3 デュー・ディリジェンス DD実務の実施の

有無 
記載フォームにて「有」「無」を選択 

4 株価算定書作成の有無 記載フォームにて「有」「無」を選択 

5 セカンドオピニオン提供の有無 記載フォームにて「有」「無」を選択 

【M&A成約実績】 

１ 仲介・FAとしての M&A成約実績の有無 記載フォームにて「有」「無」を選択 

 

  ※活動報告の項目として掲げられたものについて、該当するものがあれば「有」を選択して

ください。該当するものがなければ「無」を選択してください。 

 

  ※「デュー・ディリジェンス DD実務の実施」「株価算定書作成」「セカンドオピニオン提供」

については、登録 FA・仲介業者が自ら実施した支援案件の有無について記載してください

（弁護士や会計士等士業等専門家に支援を依頼した案件は含みません。）。 

 

３．登録の継続申請 

令和４年度に M&A支援機関登録制度に登録された登録 FA・仲介業者の有効期間は、登録日～令

和５年６月末日です。 

 

「共通報告フォーム」中の「令和５年度 M&A支援機関登録制度継続登録申請」にて登録継続

を希望することにより、令和５年度（継続登録申請日から令和６年６月末日）まで登録 FA・仲介

業者であることを継続することができます。 

ただし、実績報告または活動報告が適切になされない場合には、特段の事情のない限り、登録

継続を認めませんのでご注意ください。 

 

なお、実績報告または活動報告の提出の際に、登録の継続申請がなされない場合には、有効期

間終了後、登録 FA・仲介業者の登録を抹消いたします。 

 

※登録継続の申請がなされた場合は、実績報告の内容等を確認の上で登録継続を認める旨の通知

を別途行う予定です。 

 

※登録継続が認められた場合、適用される公募要領の内容は、登録申請時の公募要領ではなく、

令和５(2023)年度に公表された直近の公募要領の内容となるため、登録の継続申請に当たっ

ては、あらかじめ令和５年度に公表する公募要領をご確認ください。 



10 

 

 

※今年度登録継続が認められた FA・仲介業者が成約（最終契約の決済）をした中小 M&Aに係る

実績報告の内容について、M&A支援機関登録制度公募要領４．（４）で示す「実績報告を求め

る項目」に追加等の修正がなされる場合があります。今年度登録継続を申請する場合には、

追加等修正後の項目について実績報告することにつき同意したものとみなします。「実績報告

を求める項目」に追加等の修正がなされる場合には、「M&A支援機関登録制度実績報告等記載

要領」等に記載する等し、示します 。 

 

※中小 M&A支援に関する支援実績がなくても、それだけをもって登録の継続を認めず、あるいは

登録を取り消すことはありませんが、実績報告または活動報告が適切になされる必要はあり

ます。 

 

４．注意事項及び問い合わせ先  

（１）注意事項 

実績報告は、公募要領において登録 FA・仲介業者に対し、登録後に遵守するものとして規定し

ているものです。実績報告を行わない場合や虚偽の報告を行った場合など実績報告が適切になさ

れない場合には、登録の継続を認めません。また、これらの場合、特段の事情のない限り、登録

FA・仲介事業者として登録を継続することが適切ではないと判断して登録を取り消し、２年以内

の期間を定めて登録を取り消された当該 FA・仲介業者について登録をしないことができるものと

します（登録取消しと期間を定めて登録をしない旨の措置を合わせて「登録取消等」といいま

す。）。登録取消等をした場合、その旨を公表し、また、「事業承継・引継ぎ補助金」において当該

登録取消等の対象となった FA・仲介業者を利用していることが確認された中小企業者等に対し

て、登録取消等の事実の情報提供を行うことができるものとします。ご留意ください。 

 

（２）問い合わせ先 

M&A支援機関登録制度に関する問い合わせ 

   

URL：https://ma-shienkikan.go.jp 

 E-mail：touroku-support@ma-shienkikan.go.jp 

 電話：03－4570―8692（10時～17時 平日のみ） 

 

 ※上記以外の電話番号にお問い合わせいただいても、一切お答えできません。必ず上記の問い

合わせ先にご連絡ください。 
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（別紙：登録 FA・仲介業者実績報告事項整理表） 

事業承継・引継ぎ補助金の交付案件（補助事業対象者）については、成約（最終契約の決済）

した事業者名を明記した上で各項目（「◎」を付した項目）の実績を必ず報告（顕名報告）してく

ださい［必須］。 

 

事業承継・引継ぎ補助金の交付案件以外（補助事業対象者以外）については、成約（最終契約

の決済）した事業者名を記載せず、No.2、3、4、7の各項目（「◎」を付した項目）の実績を必ず

報告（匿名報告）してください［必須］。 

 

ただし、報告対象となった事業者が了承するなど報告が可能な場合には、中小 M&Aの実態把握

等を行う上で貴重な情報になりますので、成約（最終契約の決済）した事業者名の明記や、その

他の項目（「◯」を付した項目）の記載についても、可能な範囲で報告をお願いします［任意］。 

 

「成約した年月」及び「M&Aの形態」「財務デュー・ディリジェンスの結果の把握の有無」につ

いては、「登録 FA・仲介業者実績報告」が令和４年度（令和４年４月１日から令和５年３月 31

日）に成約（最終契約の決済）されたものであることの確認や、実績報告の内容を整理する際に

活用するため、必ず報告してください【必須】。 

 

No. 項目 補助事業対象者 
補助事業対象者 

以外 
備考 

A 成約した年月 ◎ ◎ 様式にて選択 

B M&Aの形態 ◎ ◎ 様式にて選択 

C 

財務デュー・ディリジ

ェンスの結果の把握の

有無 

◎ ◎ 様式にて選択 

1 成約した事業者名 顕名報告 
匿名報告 

（顕名での報告は任意） 

株式譲渡の場合、「対象

会社」の名称を記載 

2 ＦＡ／仲介の別 ◎ ◎ 様式にて選択 

3 譲渡側／譲受側の別 ◎ ◎ 様式にて選択 

4 業種 ◎ ◎ 

様式にて選択 

No.3において譲渡側(譲

受側)を選択した場合

は、譲渡側(譲受側)を

記載 

5 資本金額 ◎ ○ 

様式にて選択 

No.3において譲渡側(譲

受側)を選択した場合

は、譲渡側(譲受側)を

記載 

6 従業員数 ◎ ○ 様式にて選択 
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No.3において譲渡側(譲

受側)を選択した場合

は、譲渡側(譲受側)を

記載 

7 所在する都道府県 ◎ ◎ 

様式にて選択 

No.3において譲渡側(譲

受側)を選択した場合

は、譲渡側(譲受側)を

記載 

8 経営者の年齢 ◎ 〇 

様式にて選択 

No.3において譲渡側(譲

受側)を選択した場合

は、譲渡側(譲受側)を

記載 

9 譲渡価額／譲受価額 ◎ ○ 

No.3において譲渡側(譲

受側)を選択した場合

は、譲渡価額(譲受価

額) 

10 譲渡側の純資産 ◎ ○ 

譲渡側（株式譲渡等の

場合は対象会社、事業

譲渡の場合は譲渡対象

事業）の額を記載 

11 譲渡側の純利益 ◎ ○ 

譲渡側（株式譲渡等の

場合は対象会社、事業

譲渡の場合は譲渡対象

事業）の額を記載 

12 
譲渡側の純借入債務

(借入金-現金預金) 
◎ ○ 

譲渡側（株式譲渡等の

場合は対象会社、事業

譲渡の場合は譲渡対象

事業）の額を記載 

13 手数料の金額 ◎ ○ 
様式において、区分ご

とに記載 

14 相談の端緒情報の別 ◎ ○ 様式にて選択 

15 
備考（特記すべき情

報） 
○ ○ 

特記すべき情報があれ

ば記載 
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【成約の実績のある登録 FA・仲介業者】（再掲 記載要領 P5） 

実績報告は、成約（最終契約の決済）がなされた案件についてのみ、記載、報告をするこ

ととします。 

成約（最終契約の決済）とは、M&A支援機関登録制度においては、以下を満たすものをい

うこととします。 

① FA契約または仲介契約（あるいは、業務委託契約やアドバイザリー契約等）を締結し、 

② 当該契約に基づき、中小 M&Aに関する円滑な手続の進行や助言・指導等の支援を行い、 

③ 支援を行った結果、最終契約に至った案件であって、当該最終契約が履行（株式譲渡、

事業譲渡等に係る最終契約を締結した後、株式・財産の譲渡や譲渡代金（譲渡対価）の

全部又は一部の支払い）されたもの。 

 

（登録 FA・仲介業者実績報告事項整理表 各項目に関する注記） 

No.A「成約した年月」には、成約（最終契約の決済）した年月を選択、記載してください。 

No.B「M&Aの形態」には、事業譲渡、株式譲渡、吸収合併、吸収分割、株式交換、株式移転、新

設合併、その他の別を選択、記載してください。 

No.C「財務デュー・ディリジェンスの結果の把握の有無」には、譲渡側の財務に関してデュー・

ディリジェンスの結果について把握の有無を選択、記載してください。 

No.1 「成約した事業者名」には、支援対象の事業者名（譲渡（譲受）支援であれば譲渡（譲受）

側）を記載してください。ただし、譲渡側の支援対象が株式譲渡等の場合は、当該被承継者

ではなく、買収対象となった会社（対象会社）のものを記載してください。なお、補助事業

対象者以外の場合であって、匿名報告とする場合には、当該欄には「-」を記載してくださ

い。 

No.2 「FA／仲介の別」には、単独で FA契約、仲介契約（あるいは業務委託契約やアドバイザリ

ー契約等）を締結している場合には、「単独 FA」または「単独仲介」を選択し、記載してく

ださい。他の FA業者または仲介業者と共同で FA契約、仲介契約（あるいは業務委託契約や

アドバイザリー契約等）を締結している場合には、「共同 FA」または「共同仲介」を選択

し、記載してください。 

No.3「譲渡側／譲受側の別」には、登録 FA・仲介業者が、FA契約、仲介契約（あるいは業務委託

契約やアドバイザリー契約等）を締結した「譲渡側」あるいは「譲受側」を選択し、記載し

てください。なお、仲介支援の場合は、「譲渡側」及び「譲受側」のいずれについても、報

告の対象となります。 

No.4 「業種」については、日本標準産業分類に基づき、様式にて示す分類を選択し、記載してく

ださい。なお、異なる事業を複数営んでいる場合には主たる業種を記載してください。ただ

し、譲渡側の支援対象が株式譲渡等の場合は対象会社のものを記載してください。 

No.5 「資本金額」について、当該案件について成約（最終契約の決済）直前に、登録 FA・仲介

業者が把握した情報を記載ください。また、譲渡側の支援対象が株式譲渡等の場合は対象会

社のものを記載してください。 

No.5 「従業員数」については、役員を含まず、パート・アルバイトを含むものとします。なお、

当該案件について成約（最終契約の決済）直前に、登録 FA・仲介業者が把握した情報を記載
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ください。また、譲渡側の支援対象が株式譲渡等の場合は対象会社のものを記載してくださ

い。 

No.6 「所在する都道府県」には、本店所在地を記載してください。株式譲渡の場合は、対象会社

の所在地を記載してください。 

No.7 「経営者の年齢」には、当該案件について成約（最終契約の決済）直前に、登録 FA・仲介

業者が把握した情報を記載ください。ただし、譲渡側の支援対象が株式譲渡等の場合は対

象会社のものを記載してください。 

No.9 「譲渡価額または譲受価額」には、手数料を計算する際に調整対象とされている役員退職金

は「譲渡価額」に加算してください。また、税抜き価額を記載してください。 

No.10,11,12 「譲渡側の純資産」、「譲渡側の純利益」、「譲渡側の純借入債務(借入金-現金預金)」

は、支援対象が譲渡側か譲受側の別に関わらず、成約（最終契約の決済）直前に、登録

FA・仲介業者が把握した譲渡側（株式譲渡の場合は、対象会社）の情報を記載してくださ

い。なお、デュー・ディリジェンス（DD）の結果を把握している場合は、当該 DD実施後の

情報（時価評価している場合は修正後純資産額等）を記載してください。また、把握して

いない場合は、登録 FA・仲介業者が成約（最終契約の決済）直前に把握している最新の直

近決算情報等を記載してください。 

No.10,11,12「譲渡側の純資産」、「譲渡側の純利益」、「譲渡側の純借入債務(借入金-現金預金)」

の「譲渡側」について、中小 M&Aの「対象会社」（例えば株式譲渡など）を支援対象とする

場合は、対象会社を譲渡側として情報を記載してください。事業譲渡の場合は、当該案件

の成約（最終契約の決済）直前に把握された当該譲渡し対象の事業に関して、確認が可能

な場合には記載してください。 

No.12 「譲渡側の純借入債務(借入金-現金預金)」について、借入金は金融機関借入、役員借入、

社債などを含むものとします。現金預金は現金同等物を含まないこととします。 

No.13 「手数料の金額」には、「登録 FA・仲介業者実績報告様式」に定める区分ごとに、当該成

約案件に係る「報酬総額」、FA契約や仲介契約（あるいは業務委託契約アドバイザリー契

約等）締結時の報酬額（例えば、着手金など）、基本合意締結時または意向表明受領に伴う

報酬（例えば、中間金など）、最終契約締結または最終契約の決済時の報酬（例えば、成功

報酬などであって着手金や中間金等を控除した請求額）の額を、それぞれ記載してくださ

い。 

No.13 アドバイザリー契約等締結前の相談対応で相談料が生じている場合は相談料の有無を記載

してください。 

No.13 月額報酬については、当該成約案件に関して発生している場合には、月額報酬の有無を記

載してください。また、成約（最終契約の決済）に至るまで、着手金や成功報酬等の名目

で手数料を受領せず、月額報酬のみをその手数料とする場合、当該案件に係る「報酬総

額」は、当該案件に係る月額報酬を受領した合計額を記載してください。 

No.15「備考（特記すべき情報）」には、当該成約案件について、特に留意すべき点があれば、任

意で記載してください。例えば、手数料報酬の額が純資産額その他報告内容と比して安価

な場合に理由を補足したい希望がある場合など、その理由を記載してください。 


